
奈
良
県
教
育
委
員
会
優
秀
選
手
賞
等
表
彰
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
五
日

奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長

吉

田

育

弘

奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

奈
良
県
教
育
委
員
会
優
秀
選
手
賞
等
表
彰
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
運
動
部
活
動
に
励
み
、
顕
著
な
功
績
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
個
人
及
び
団
体

に
対
し
教
育
委
員
会
が
表
彰
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
表
彰
）

第
二
条

教
育
委
員
会
は
、
県
内
の
中
学
校
、
高
等
学
校
、
特
別
支
援
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
に
在

籍
す
る
生
徒
又
は
生
徒
で
構
成
さ
れ
た
団
体
で
あ
っ
て
、
運
動
部
活
動
に
励
み
、
顕
著
な
功
績
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
優
秀
選
手
賞
（
以
下
「
優
秀
選
手
賞
」
と
い

う
。
）
を
与
え
る
。

２

優
秀
選
手
賞
は
、
賞
状
と
す
る
。

第
三
条

教
育
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
に
該
当
す
る
者
で
、
そ
の
功
績
が
特
に
顕
著
で
あ
る
も
の
に

対
し
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
特
別
優
秀
選
手
賞
（
以
下
「
特
別
優
秀
選
手
賞
」
と
い
う
。
）
を
与
え

る
。

２

特
別
優
秀
選
手
賞
は
、
賞
状
及
び
副
賞
と
す
る
。

（
選
考
）

第
四
条

優
秀
選
手
賞
及
び
特
別
優
秀
選
手
賞
を
与
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
奈
良
県
教
育
委
員

会
が
選
考
を
行
い
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
五
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
表
彰
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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